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01 計画の背景と目的

中野市空家等対策計画

グラフ１：空き家数と空き家率の推移ー全国

（出典 ：総務省統計局 「住宅 ・土地統計調査」）

全国的な空き家増加

空き家から生じる問題

中野市空家等対策計画とは

　グラフ１のとおり、全国的に空き家は増加傾向
にあります。空き家問題は、核家族化や高齢化社
会が進む情勢の中で、今後も続くと推測されます。
　このような状況から「空家等対策の推進に関す
る特別措置法」（2014 年法律第 127 号、以下「法」
という）　が施行され、各自治体ごとに空き家問題
を解決するための施策を行うように求められるよ
うになりました。

　法第 6条１項「空家等に関する対策を総合的
かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、
空家等に関する対策についての計画」を根拠に
作成しています。また、本計画は中野市国土強
靭化地域計画などの本市の他の計画とも連携を
図り、進められるものです。
　本計画では、空き家の適切な管理や利活用な
どの空き家解消策について、基本的な方針や取
組を示すことを目的に策定しています。

　空き家は適切に管理されず放置の状態が続くと
老朽化が加速し、安全性の低下や公衆衛生の悪化、
景観の阻害などの多岐にわたる問題が生じます。

近隣住民の生活環境を悪化させ、最悪の場合
は生命の危険を脅かす問題にもつながることか
ら、空き家の適切な管理や空き家の発生抑制を
積極的に取り組む必要があります。

1958年 1963年 1968年 1973年 1978年 1983年 1988年 1993年 1998年 2003年 2008年 2013年 2018年

空き家数（千戸） 360 522 1,034 1,720 2,679 3,302 3,940 4,476 5,764 6,593 7,568 8,196 8,489

空き家率（％） 2.0% 2.5% 4.0% 5.5% 7.6% 8.6% 9.4% 9.8% 11.5% 12.2% 13.1% 13.5% 13.6%
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01 計画の背景と目的

統計から見る中野市の空き家増加

グラフ２：空き家数と空き家率の推移ー中野市

グラフ３：中野市内の住宅数と世帯数の推移

（出典 ：総務省統計局 「住宅 ・土地統計調査」）

（出典 ：総務省統計局 「国勢調査」、 「住宅 ・土地統計調査」）

　グラフ２のとおり、総務省統計局
「住宅・土地統計調査」を基に中野市
の空き家率の推移を算出したところ、
直近の 2018 年では 10.2％で長野県
平均（19.5％）や全国平均（13.6％）
に比べ、低いことが分かります。
　しかしながら、統計上は空き家戸
数及び空き家率は増加傾向にあり、
今後も増加することが推測されます。

　また、グラフ３のとおり、中野市は
2000 年から人口減少に転じましたが、
世帯数や住宅数は増え続けており、核
家族化が進んでいると考えられます。
　そのため、左記の図のような空き家
が発生する多くの要因である世帯の分
離により、空き家が今後も増加するこ
とが予想されます。

1988年 1993年 1998年 2003年 2008年 2013年 2018年

空き家数（戸） 440 770 1,290 1,350 1,870 1,580 1,700

空き家率（％） 4.0% 6.6% 9.2% 9.5% 11.3% 9.5% 10.2%
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子どもが
新たな家に移る

高齢者のみ

の世帯

新築を建てる

・介護で子どもと同居
・死亡

などの要因で居住者がいなくなる

空き家になる物件
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住宅総数 （戸） 世帯数 （世帯） １世帯当たりの人口 （人）

2005年 2010年 2015年 2020年1998年 2003年 2008年 2013年 2018年
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中野市空家等対策計画

0２ 中野市の空き家対策状況

前回計画の目標

前回計画の「空家等」の定義

課題と対応

　本計画は、2017 年３月から 2022 年３月までの前中野市空家等対策計画の改訂版です。
前回の目標は、

を掲げています。本章では、これらについての達成状況や取り組み状況を示します。

① 2021 年度までに市内の空家等に関する調査を実施

②特定空家の所有者等を計画期間内までにすべて把握

③判明した空家等の所有者等に対し、今後の空家等に関する活用等について調査

各区長からの報告
2015 年調査
2018 年調査

市職員による現地調査
及び水道使用状況調査

委託事業による現地調査

地図閲覧ソフトへの情報集約
（ゼンリン住宅地図ＬＧＷＡＮ）

224 戸

法 2条 1項：「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の
使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着
する物を含む。）をいう

空家等に認定
（空き家台帳へ記録）

2022 年１月時点

・外観写真
・空き家所在
・空き家状況
など

　上記の空家等認定では、実際の空き家数との誤
差があり、また統計上の数字ともかけ離れていた
ため、株式会社ゼンリンへの委託事業による「推
定空き家」の抽出調査及び現地調査を 2021 年度
に実施しました。また、中野市空き家台帳のデー
タベース化のため、地図閲覧ソフトへの空き家情
報集約を行いました。
　なお、空家等に認定していた 224 戸中、222
戸の空き家の所有者調査を完了しています。
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02 中野市の空き家対策状況

　今後の空き家対策を行っていく上で参考指標と
して右記のとおり、空き家の管理状態を示す「不
良度判定」を行いました。
　この結果、近隣に迷惑が及ぶ可能性がある推定
空き家（不良度判定Ｃ，Ｄ）は 292 戸と全体の
28％あり、これらの所有者に対して、適正管理
の指導を行う必要があります。また、利活用が望
める推定空き家（不良度判定Ａ，Ｂ）は 730 戸
に対しては、空き家バンクなどの空き家流通促進
などの施策を展開していくことが必要です。

空き家調査の結果
中野市内　推定空き家数

※ 2022 年 3 月時点1033 戸

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｄ

Ｄ

11

283

447

194

98
戸

戸

戸

戸

戸

▼中野市のエリアごとの推定空き家

市街地エリア

315 戸
中野平エリア

212 戸

豊田エリア

210 戸
高社エリア

194 戸

南部エリア

102 戸

不良度判定別

現地調査
困難

状態悪い
空き家

利活用が望める
空き家

現状では

利用不可能

現状では

利用が困難

現状のまま

利用が可能

修繕すれば

利用可能

※詳しい判定基準などは、資料編「中野市空き家実態調査業
　務報告書」参照
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02 中野市の空き家対策状況

空家等の所有者状況調査の結果

調査結果を踏まえた空家等の認定

　前回計画の「空家等」（224 戸）の所有者調査結果の状
況は右記のグラフのとおりです。法 10条１項に基づき、
戸籍謄本や固定資産税の通知先を知らべることで所有者
を捜索しました。所有者の住所が確認できたものについ
ては、空き家の管理状態などを確認するためのアンケー
トを送付し、所有者の意向確認を行っています。
　しかし、住民票以外の住所に居住されている方２戸を
除き、222 戸すべての所有者は把握したものの、送付し
たアンケートへの返信がないなどの理由で、112 戸につ
いては、意向確認まで至っておりません。また、相続人
が不存在の空家等も数件確認しています。

2021 年度に実施した空き家実態調査の結
果、新たに発覚した推定空き家を「空家等」と
して、所有者調査を行っています。また、こ
の他に空き家所有者からの相談、区長からの
報告、近隣住民からの相談などで把握した空
き家についても、現場確認と不良度判定を行
い「空家等」として認定しています。
　なお、空家等は中野市空き家台帳（ゼンリ
ン住宅地図ＬＧＷＡＮ）をデータベースとし
て情報管理することとしています。

所有者の意向確認
ができている空家等

アンケートを送付
したが、返信なし

宛所不明

110 戸

２戸

112 戸

調査で新たに
確認した推定空き家

市で把握している
空家等

809 戸

224 戸

中野市空き家台帳

中野市 データベース

・外観写真
・空き家所在
・空き家状況
・所有者情報
など

・空き家現地確認
・不良度判定
・空家等へ認定

・市民からの報告
・空き家所有者の相談
など
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中野市空家等対策計画

2021 年度から空き家バンク事業を始め、空
き家関連の窓口を中野市都市計画課に一本化
しました。
　相談窓口を鮮明にし、窓口があることを広
く周知することで、空き家所有者が相談しや
すい環境を整備しました。また、いずれ空き
家になるであろう物件（潜在空き家）の所有
者についても、今後の物件の方針について考
えていただく機会を作るため、空き家に関す
る広報を強化しています。

空き家
台帳

中野市 都市計画課

長野県宅地建物取引業協会

：地域おこし協力隊

空き家相談

行政措置

所有者に
アンケート

経過観察

中野市 HP

勧告・執行

空き家バンク
窓口

100 均空き家
マッチング

空き家バンク 物件査定契約補助

広報

イベント
セミナー

パンフレット配布
など

サポート

物件掲載

状態が良い
or

100 均拒否したとき

状態が良くない

空き家所有者

空き家相談窓口のワンストップ化

中野立志館高校の生徒や地元大工さんにご協力いただきました。空き家相談所ができるまで

2020年から
空き家状態

2021年9月～
DIY で改装

2021年12月
　　　　完成

▲土日曜日などの市役所
が空いていないときも相
談できる空き家相談所を
開設

中野市空き家相談員
（地域おこし協力隊）

村
む ら い

井 照
し ょ う た

太

空き家相談所
（中野市岩船 452-3）
営業：９時～ 17時 30分
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02 中野市の空き家対策状況

空き家の流通促進への取り組み

※成約となった場合は、宅地建物
　取引業法に基づく仲介手数料が
　発生します。

空き家バンクの概要

空き家の所有者など

中野市空き家バンク

利用希望者※宅建協会
（ 貸主 ・売主） （ 借主 ・買主）

①
登
録
申
込

③
登
録
完
了

②現地調査

④情報発信 ⑤
利
用
申
込⑥

連
絡
調
整

協定

⑧交渉 ・契約締結

　空き家バンクは、空き家を売買または賃
貸したい方へのサポートとして行っていま
す。このサービスは、長野県宅地建物取引
業協会長野支部と連携し、「空き家を買い
たい・貸したい人」とのマッチングを行い、
空き家の市場流通の促進を目指していま
す。

３

６

9

12

15

2014年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度

：空き家バンク新規登録数
：登録物件の成約数

2019 年度 2020 年度 2021 年度
※ 2022 年１月時点

グラフ４：中野市空き家バンクの登録数および成約数

２件

6件 6件
7件 8件

３件 ３件

10 件
11 件 12 件 13 件

４件
２件 ２件 ２件１件

全体の成約率：70.4％

空き家バンク登録までの確認すること
（中野市職員・空き家相談員が対応）

中野市公式
ホームページ

全国版空き家バンク
LIFULL HOME'S

全国版空き家バンク
athome

・所有者の意向確認
→空き家所有者へアンケート送付
→アンケート返信あれば、電話などで詳細
　の確認を行う

・登記状況の聞き取り
→相続登記が行われているかなど、物件の
　販売や賃貸に必要な法的条件を満たして
　いるかを確認

・評価額の聞き取り
→名寄帳や固定資産納税通知で確認

・家屋状態の調査
→市職員が現地調査

空き家バンク登録物件の公開場所
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中野市空家等対策計画

　100 均空き家マッチングサイト「空き家
ゲートウェイ」と連携し、「家屋の状態が
悪い」「接道条件が悪い」などの販売困難
な空き家を「DIY するので状態は悪くてよ
い」などの購入希望者とマッチングする事
業を中野市空き家バンクの一環で行ってい
ます。

中野ウサ吉

中野市の
空き家案内人？

※ 100均空き家とは？
所有者は手放したいけど値

段が付かない、売れない物件
を 100 均（100 円か 100 万円）
空き家と呼んでいます。

▲ 100 均空き家
マッチングサイト

ＳＴＥＰ

ＳＴＥＰ

ＳＴＥＰ

１

２

３

中野市内の空き家を所有していて、売却希望の人が市の空き家バンクを利用。
「状態が悪くリフォームが必要」「売ろうと思ったが値段が付かなかった」な
どの場合は、100 均空き家としての売却をご検討していただく。

100 均空き家として売却する場合「空き家ゲートウェイ」の
サイトで買い手を募集。なお、このマッチングについて、空
き家所有者への料金負担はなし。

マッチング後は中野市と協定している長野県宅地建物取引
業協会の会員が契約補助を行います。ただし、この仲介に
係る経費の負担が生じることがあります。

100 均空き家マッチングの流れ

← 2021 年度にマッチングを
行った物件。放置しておいた
場合、特定空家になりかねな
い空き家の流通を行います。

売れないと
あきらめている
空き家を利活用

100 均空き家マッチング事業
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02 中野市の空き家対策状況

空き家関連の補助金

01
空き家の

所有者が対象 空き家の残置物（家財道具など）
や清掃に係る経費の一部を補助し
ます。

最大補助額

補助対象経費の 2 分の 1 以内

10 万円

02
空き家の

購入者・借主
が対象

台所や浴室、便所、内装、屋根、
外壁などの改修工事に要する経費
の一部を補助します。

最大補助額

補助対象経費の３分の 2 以内

80 万円

03

事業者 が対象 地域活性化につながる事業の開業
に係る改修工事に要する経費の一
部を補助します。

空き家を活用する

最大補助額

補助対象経費の３分の 2 以内

600 万円

04

事業者 が対象 空き家を解体し、その跡地を地域活
性化につながる事業に活用する場合、
その解体費の一部を補助します。

空き家の跡地を活用する

最大補助額

補助対象経費の５分の４以内

240 万円

05

事業者 が対象 空き家を DIY し、地域活性化につな
がる事業を開業しようする場合、そ
の材料費の一部を補助します。

空き家をDIY する

最大補助額

補助対象経費の２分の１以内

50 万円

前回計画期間中に空き家に関連する補助金を下記のとおり
整備しました。
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中野市空家等対策計画

　2022 年３月現在で中野市が「特定空家」
として認定している物件は１件です。これと
は別に 2015 年に１件を認定しましたが、「助
言・指導」により、所有者が解体したことで、
解消しています。
　現在認定している１件については、相続財
産管理人選任の申立てを行い、処分に向けて
取り組んでいます

特定空家への対応

※勧告の対象となる特定空家等の敷地については、固定資
　産税・都市計画税の課税における住宅用地の課税軽減措
　置の対象から除外される。

※勧告を受けた者が「正当な理由」がなく、その勧告に係
　る措置をとらなかった場合において、特に必要があると
　認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、
　その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

正当な理由：この「正当な理由」とは、例えば所有者等が有する権限を超え

た措置を内容とする勧告がなされた場合等を想定しており、単に措置を行う

ために必要な金銭がないことは「正当な理由」とはならないと解される。

※行政代執行とは、所有者に代わり、行政が適正管理に向
　けた取り組みを行うことです。
　道路に越境している木の枝を切ったり、放置されている　
　ゴミを撤去したり、倒壊しそうな家屋を解体したりする
　ことができます。何度も改善を要求しているにも関わら
　ず所有者が対応してくれない場合、行政が強制的に敷地
　に立ち入り、必要な対策を取るというものです。

※法 14条に基づきます市で行われる行政処分

空
家
等

助
言
・
指
導

勧
告

命
令

特
定
空
家
に
指
定

行
政
代
執
行

住
宅
用
地
特
例
の

対
象
か
ら
除
外

命
令
違
反
す
る
と
、

50
万
円
以
下
の
過
料

法第２条２項では、次のいずれかに該当するものを「特定空家」と定義しています。

□ そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

□ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

□ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

□ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「空家等」が以上の条件に当てはまり、下記のような行政処分が必要とされた場合
「特定空家」に認定します。

中野市内での特定空家について ※相続財産管理人選任とは
相続人の存在，不存在が明らかでないとき（相続人全員が
相続放棄をして，結果として相続する者がいなくなった場
合も含まれる。）には，家庭裁判所は，申立てにより，相
続財産の管理人を選任します。
　相続財産管理人は，被相続人（亡くなった方）の債権者
等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い，
清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
　なお，特別縁故者（被相続人と特別の縁故のあった者）
に対する相続財産分与がなされる場合もあります。
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現地調査など
で認定

所有者意向
近隣住民への
ヒアリング
などで認定

所有者からの
相談で対応

中野市空家等対策計画

0３ 空き家対策の方針

計画期間

計画対象区域

計画の対象とする空き家

潜在空き家

潜在空き家

特定空家

特定空家

空家等

空家等

2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度

前回計画と同じ４年間とします。なお、社会情勢の変化及び施策などの
効果を踏まえ，計画期間中であっても見直しを行うことがあります。

　エリアごとの空き家戸数から大きな差は感じ
られません。また、エリアすべて空き家対策を
行う必要のある空き家戸数と考えます。よって、
市内全域を計画の対象とします。ただし，施策
の実施にあたっては，立地特性に応じたものと
します。

　現在空家等に至ってはいないが、今後空家等にな
る恐れがある住宅

　上記「空家等」の中から所有者状況調査、現地確認、
近隣住民へのヒアリングなど、状況に応じ「特定空家」
へ認定していくこととします。

　法２条 1項「建築物又はこれに附属する工作物で
あって居住その他の使用がなされていないことが常
態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定
着する物を含む。）」を対象とし、主に中野市空家台
帳に記録している住宅等。なお、市民や所有者から
の相談、職員の現地確認を基に新たに追加していく
ものとします。

計画の実行 成果検証・計画改訂の検討

市街地エリア

315 戸中野平エリア

212 戸

豊田エリア

210 戸

高社エリア

194 戸

南部エリア

102 戸
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03 空き家対策の方針

空き家対策フローチャート

・潜在空き家
・空き家所有者

空き家利活用
希望者

空家等
所有者調査

空 き 家 の 管 理・
販売・相続など
の相談対応

・所有者調査
→税務課、市民課への情報照会

・特定空家の認定に係る事項

・空家等対策計画に係る事項

・空き家対策の施策について

など

・災害時対応
→危機管理課と連携

・補助金関係
→財政課、政策情報課と協議

その他、空き家に関する庁内
連携を都市計画課を中心に行う

中野市 中野市空家等対策協議会 ・公益社団法人 長野県宅地
　建物取引業協会　長野支部

・株式会社 LIFULL

・空き家ゲートウェイ
　（株式会社 YADOKARI）

国、長野県

空家等・特定空家
などの認定
と指導

空き家バンクの
　　　申請・
　　　相談受付

空き家利活用
の補助金
手続き

空き家相談窓口

・中野市役所都市計画課
・空き家相談所
　（中野市岩船 452-3）

空き家の
近隣住民

・アンケート送付
・指導、相談対応

空き家問題解決のため、
行政連携のハブ的役割

空き家対策おける
事項の検証

民間企業など
との連携

・物件紹介
・補助事業紹介 ・相談対応

相談 相談 相談

・社会資本整備総合交付金（空き
　家再生等推進事業）

・空き家対策総合支援事業

※中野市空家等対策協議会とは

法第 7 条第 1 項の規定に基づき、

「中野市空家等対策協議会」を

設置しています。空き家に関わ

る専門家を交え、市だけでは判

断に迷う事項などについて協議

を行います。

空き家バンクに係る媒介等に関
しての協定により、宅建協会と
連携して空き家バンクの運営を
行います。

空き家その他の遊休不動産の利
活用を通じ、中野市の地域活性
化につながることを目的に連携
協定を結んでいます。主に、空
き家相談員などの人材育成で連
携中。

100 均空き家マッチング事業な
ど空き家流通に係る連携協定を
結んでいます。

・法改正などの情報共有

・施策などの連携
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中野市空家等対策計画

潜在空き家

空き家調査

特定空家

所有者

区長、空き家の

近隣住民、関係

者（相続人など）

空家等

各段階への対応方針

・地域コミュニティからの情報共有（各区、豊田地域「小さな拠点」などと連携）
・相談者からのヒアリング
・市職員の現地調査　などで空き家台帳にデータ集約

・ご遺族サポートとの連携（空き家相談窓口チラシなどの配布）
・広報なかのなどで定期的に空き家対策についての記事掲載
・空き家相談の PR 事業の実施
など

・空家等の所有者に対して、意向確認のアンケートを送付
・固定資産税通知などで空き家相談窓口のチラシを配布
・空き家対策ハンドブックの配布
など

・空き家所有者への状況調査、地域住民への
　ヒアリングを行った上で認定います。

・認定した特定空家については、法 14 条に基づき、
   手続きを行います。

ヒアリング

苦情

状況調査

▲空き家利活用の事例や中野市
の空き家対策サービスの紹介な
ど、空き家所有者に向けてのハ
ンドブックを作成しています。

▲毎年、配布される固定資産税
通知にチラシを添付し、空き家
相談について周知しています。

家
き
空

・

相
談  活

用
く
だ
さ
い

土
・
日
曜
日
で
も
対
応
可
能
な

相
談
所
あ
り
ま
す
よ
‼

※
事
前
に
電
話
な
ど
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ご

・

無料
だよ！

空き家を貸し
たい人、売

りたい人のご
登録を受け

付けています。

「うちのは売れないよー」
とあきらめないで
ご相談ください！

・相続関係
・空き家の管理
・空き家の解体
・空き家の売買、賃貸
などのご相談ください

問い合わせ先：中野市 都市計画課 ☎ 0269-22-2111（内線 358）
✉ kenchiku@city.nakano.nagano.jp

問い合わせ▶
フォーム

空き家バンク

空き家相談窓口

・なお、相続人不存在の空き家については、別途
   方針を協議していきます。
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03 空き家対策の方針

　2021 年度の空き家に関す
る相談件数を基準に、相談
件数が減らないように KPI

（年間 150 件）を組み立てま
した。
　相談を受けることで、解
消 に 向 け て 前 進 す る た め、
広報やチラシ、相談会の開
催などを行うことで、空き
家相談窓口を周知し、利活
用相談も含めた相談件数の
維持を目指します。

　2021 年度現在で中野市空き家台帳に
記録している空き家（約 800 戸）を経
過期間の４年間で「所有者調査」「所有
者への意向アンケートの送付」を行い
ます。
　空き家の意向状況を明確に調査し、空
き家相談窓口につなげることで、空き
家の早期解決を図ります。

所有者調査とアンケート送付 KPI

空き家対策の達成状況 KPI

2021年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度

50 件

100 件

150 件

57 件

KPI KPI KPI KPI

76 件

145 件 150 件 150 件 150 件 150 件

12 件

空き家相談窓口への問い合わせ件数

：空き家所有者からの相談
：空き家に関する苦情
：空き家利活用に関する問い合わせ

市で所有者を把握
している空家等

200 戸

200 戸

200 戸

200 戸
224 戸

2021年度現在

2025 年度 KPI

以上
以上

以上

2024 年度 KPI

2023 年度 KPI

2022 年度 KPI

KPI とは：重要業績評価指標。目標を達成する上で、その達成度合い
　　　　　を計測・監視するための定量的な指標。

：所有者未調査の空き家
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03 空き家対策の方針

その他、空き家施策の方針について

計画の変更

空き家利活用促進

特定空家の解消

起業希望者

・中野市民間事業者対象型
　空き家改修等事業費補助金

・中野市空き家活用等事業
　補助金

・その他の補助金など、
　支援の紹介

・空き家物件紹介

移住希望者

空き家利活用希望者 中野市 国、長野県

・社会資本整備総合交付金
（空き家再生等推進事業）

などの交付金、補助金の
積極的な活用

※国費、県費の活用事業につ
　いては、別途実施計画を作
　成することとします。

・空き家対策総合支援事業

　空き家利活用促進については、活用者への支援を充実させるとともに、
企業連携やオンラインイベントなどを実施し、柔軟なアイデアで対応し
ていくこととします。

　所有者不存在の特定空家などの行政処分を余儀なくしなくてはいけな
い案件については、別途ガイドラインの作成を行います。なお、ガイド
ラインの作成については中野居空家等対策協議会で協議し、行っていく
ことといします。

　本計画は、地域情勢の変化、法令や国の補助制度などの改正、目標の
達成状況に応じて随時変更します。また、計画の目標の変更に当たって
は、中野市空家等対策協議会における協議や、パブリックコメントなど
を行い、広く意見を求めていきます。
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「中野市空き家実態調査業務」 
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１．委託業務の名称    

     令和３年度 中野市空き家実態調査業務委託 

 

２．実施機関 

     住 所：長野市三輪荒屋 1151-1 サンライズビル ２F   

     名 称：株式会社ゼンリン 長野営業所 

    

３．委託業務の目的         

  市内の空き家の現況を把握し、老朽化し危険な空き家に対する措置及び活用に向けた施

策の検討に関して必要な基礎資料を作成することを目的とする。 

 

４．対象地区         

 中野市全域 

 

５．委託業務実施期間  

     令和３年 ４月 ５日から令和３年１０月２９日  

 

６．業務の実施体制（連絡先）    

   主任担当者 

 役職・氏名   ：新潟・長野エリアグループ 副長 舩久保 英貴 

E-メールアドレス：hidekifu1314@zenrin.co.jp  

 電話・ＦＡＸ  ：（TEL）026-263-3755 （FAX）026-263-3977 

           

総括責任者

業務主任担当

業務担当 長野営業所

調査担当 豊留 健太

株式会社ゼンリン

長野営業所
所長 八尋 正晴

中 野 市

・調査基準策定

・現地調査

・調査結果取りまとめ

新潟・長野エリアグループ

現場代理人 舩久保 英貴
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７．業務実施概要 

■実施業務１（現地実態調査の実施）     

1.調査対象建物の確認、整理  

2.調査項目基準の協議及び調査票等の作成 

3.外観目視による現地調査の実施 

 

  ■実施業務２（調査結果報告書の作成）   

1.調査結果リストの作成 

2.不良度項目の評点及びランク判定 

3.地域別分布状況の分析  

 

■実施業務３（空家情報の台帳整備、システム運用） 

 1. 調査結果リストの取込 

 2.撮影画像格納フォルダの作成 

 3.ゼンリン住宅地図 LGWANの各種設定 

     

８．業務スケジュール 

 

 
 

 

 

 

中野市空き家実態調査業務　工程表

調査対象建物の整理

調査項目基準等協議

調査票作成（設定）

調査マニュアル作成

プレ調査 ●

本調査

調査結果の整理

報告書作成

GIS用データ作成・調整

成果品納品 ●

成果品作成

③ 納品

10月

業務内容

① 調査準備

② 現地調査

（株）ゼンリン　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ.業務実施報告 
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■実施業務１（現地実態調査の実施） 

1.調査対象建物の確認、整理  

現地実態調査の事前準備として、令和 2 年度に実施した市で保有している空き家情報と

弊社による住宅地図調査の過程で取得している空き家の可能性がある建物情報を突合整理

したリスト（８８５件）を基に住宅地図上にポイント情報として落とし込みを行った。 

 

2.調査項目基準の協議及び調査票等の作成 

 調査対象物件において、「地方公共団体における空家調査手引き（平成 24年 6 月、国土

交通省住宅局）に例示されている現地調査項目等を参考に、空き家の可能性の有無及び建

物や敷地内の状況のほか、周辺環境に及ぼす影響等について、現地で確認する項目とそれ

ぞれの選択肢を市と協議のうえ設定し、「空き家等現地調査票」（※巻末資料２）を作成し

た。 

 

3.外観目視による現地調査の実施 

 上記で設定した調査対象物件のポイント情報と調査項目設定を現地調査専用のタブレッ

ト端末に取込設定を行い、令和 3年 6月 10日にプレ調査を実施し、９月１５日までの期間

に外観目視による現地調査を実施した。 

  

■実施業務２（調査結果報告書の作成） 

1.調査結果リストの作成 

 外観目視による現地調査の結果、市内全域で 1,379件の建物について調査を実施し、「居

住実態なし」と判断した「推定空家」の件数は 1,022件（＋176件）となった。 

 このほかに「推定空家」には含まれないが、公道からの外観目視による確認が困難であ

った「調査不可」が 11件あり、別途個別の確認が必要であると判断した。 

 調査を実施した 1,379 件に対する内訳は下記（※別表１）の通りであり、分類別に「フ

ラグ」を設定し、結果リストにも追記した。 

（※別表１）調査結果の件数内訳と分類フラグについて 
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2.不良度項目の評点及びランク判定 

 今後、空家対策を行っていく上で参考指標とする為に「管理の状態」という観点から、

推定空家と判断された物件に対して、今回の調査結果で得られた建物の物理的損傷の度合

いや周辺環境に及ぼす影響に関わる調査項目について、下記（※別表２、別表３）の基準

と評点により「不良度ランク」の判定を行った。 

調査件数： 1,203件 （215件）

（市の対応中）

【調査区分】 調査対象物件 居住状態 フラグ フラグ

2.調査済 1,132 1.あり 1,078 1.居住実態なし 846 1 ：推定空家

176 6 ：推定空家

2.居住実態あり 232 2

2.なし(空き地) 54 3 7

3.調査不可 11 4

9.対象外 60 5

項番 調査項目 判定基準（選択結果） 評点 

1 

 

ゴミの投棄、堆積の有無 

  

2.一部堆積あり 20 

3.大量に堆積あり 30 

2 

 

庭木の状況 

  

2.繁茂（公道・隣地へ越境なし） 20 

3.繁茂（公道・隣地へ越境あり） 30 

3 落書きの有無 2.一部にあり 10 

4 落雪の影響（隣家） 2.可能性あり 20 

5 落雪の影響（道路） 2.可能性あり 20 

6 門の状況 

  

3.損傷あり 20 

4.倒壊又は恐れあり 30 

7 塀の状況 

  

3.損傷あり 20 

4.倒壊又は恐れあり 50 

8 擁壁の状況 

  

3.損傷あり 50 

4.倒壊又は恐れあり 100 

9 基礎の状況 

  

2.一部破損あり 50 

3.著しい破損あり 100 

10 屋根の状況 

  

  

2.一部剥落やズレあり 20 

3.著しい剥落、軒の垂れ下がり 30 

4.著しい変形 50 

11 外壁の状況 

  

2.ひび割れや剥離あり 20 

3.下地露出や穴あり 50 

12 建物の傾き状況 2.一部に傾きあり 100 
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（※別表２）不良度判定項目と評点について 

 （※別表３）不良度ランクについて 

評点合計 判定内容 判定ランク 

100点以上 現況のままの利用は不可能 D 

50～99点 現況のままの利用は困難 C 

1～49点 比較的小規模な修繕で利用可能 B 

0点 現況のままで利用可能 A 

 

不 良 度 ランクの

判定を行 った結果

は下記（※ 別表４）の

通りで、全 体からの

割合では、 A ランク

が 33.5％ （283 件）、

B ランク が 35.3％

（299件）、Cランクが 22.9％（194件）、Dランクが 8.3％（70件）となった。また、参

考値として「管理の状態」という観点からの空家対策の優先度を考慮した各ランクにおけ

る「第三者に不快感を与える可能性」と「第三者に危害を与える可能性」を「あり」と判

断した件数についても下記のようになった。 

  

 （※別表４）不良度ランク判定結果の内訳について 

  

  

3.全体的に傾きあり 100 

4.崩壊の危険あり 100 

13 樋(とい)の状況 

  

3.一部破損 10 

4.大部分が破損 20 

14 窓ガラスの状況 

  

3.一部破損 20 

4.大部分が破損 50 

15 これまでの項目以外の危険箇所 2.あり 20 

ランク 件数 
第三者に不快感を 

与える可能性 

第三者に危害を 

与える可能性 
両方の可能性 

D 70 51 33 31 

C 194 79 32 25 

B 299 8 3 2 
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3.地域別分布状況の分析 

今回の調査結果で推定空家と判定した物件と「調査不可」となった物件を所在地住所の

大字別に分類すると下記（※別表５）の通りで、推定空家の件数は「大字中野」地域が 81

件で最多となった。また、地域内の件数が 20件以上で、かつ不良度ランクで Dランクの割

合が 15％を上回る地域は「永江」、「上今井」、「田上」、「赤岩」、「穴田」となり、市内でも

北部地域で比較的割合が高くなっている。 

 

 

 

 

（※別表５）大字別推定空家件数について  【市の対応中を追加】 

  

A 283 0 0 0 
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1.居住実態なし 3.調査不可 中野市 総計
（推定空家） A B C D 対応中

大字中野 81 47 26 8 0 14 95
大字永江 63 15 16 22 10 2 11 76
中央 59 26 24 9 0 8 67
大字吉田 51 32 16 2 1 10 61
大字上今井 43 5 16 14 8 5 48
大字豊津 37 11 14 10 2 16 53
大字江部 36 15 18 2 1 1 37
大字田上 33 5 14 9 5 1 34
大字草間 30 4 14 9 3 8 38
大字小田中 28 15 7 6 0 2 30
大字一本木 25 11 13 1 0 14 39
大字赤岩 25 2 6 12 5 1 26
大字柳沢 24 6 8 7 3 24
大字穴田 21 4 5 6 6 1 6 28
大字西条 20 10 7 2 1 6 26
大字七瀬 17 6 7 2 2 5 22
大字間山 15 2 5 5 3 1 4 20
大字岩船 15 4 9 2 0 1 16
三好町 14 7 6 1 0 1 15
大字安源寺 12 2 6 4 0 2 14
大字越 12 3 1 6 2 12
大字金井 11 1 3 5 2 2 13
大字新井 11 4 5 2 0 11
大字新保 11 3 3 5 0 1 12
大字新野 11 2 3 4 2 3 14
諏訪町 10 6 3 1 0 7 17
西 10 4 3 3 0 5 15
大字三ツ和 10 2 5 2 1 1 11 22
大字田麦 10 1 4 4 1 1 2 13
大字片塩 10 2 3 5 0 1 11
東山 10 2 6 2 0 10
大字桜沢 9 0 1 6 2 1 1 11
大字岩井 7 0 5 1 1 1 1 9
大字間長瀬 6 2 0 3 1 3 5 14
大字更科 6 1 1 2 2 3 9
大字若宮 6 4 1 1 0 6
大字大俣 6 0 3 1 2 2 8
大字壁田 6 1 2 3 0 1 7
大字厚貝 5 2 3 0 0 5
大字竹原 5 2 1 2 0 6 11
大字立ケ花 5 2 1 2 0 5
南宮 5 5 0 0 0 5
小舘 3 2 1 0 0 3 6
大字笠原 3 1 2 0 0 2 5
大字栗林 3 1 0 1 1 3
大字牛出 2 1 0 0 1 2
大字篠井 2 0 0 0 2 2 4
大字深沢 2 0 2 0 0 2 4

846 11 176 1,033

不良度ランク
大字名称
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■実施業務３（空家情報の台帳整備、システム運用） 

1.調査結果リストの取込 

調査結果を取りまとめた Excel ファイル「空家調査結果リスト」から地図システム（ゼ

ンリン住宅地図 LGWAN）への取込用として「空家調査結果リスト（取込用）」を作成し、

地図システムの台帳機能（ファイル取込）により取込設定を実施した。 

 

 2.撮影画像格納フォルダの作成 

 現地で撮影した画像データは「現場画像」フォルダ内に物件ごとに管理番号フォルダを

作成し、該当する画像データをその中に格納した。 

 

※納品用の各種データ類は下記の別図６のように格納しているので、ご参照ください 

 

  （※別図６）納品用データ 格納図 

 

 

 

 

 3.ゼンリン住宅地図 LGWANの各種設定 

 地図システムに取込設定後、調査結果の分類フラグ別に条件設定を行い、下図のように
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（※別図７）地図上に色別表示できるように設定をしている。また、帳票印刷機能を使用

して、帳票出力用の書式ファイル（※巻末資料 3）に合わせて物件ごとに調査結果情報と撮

影画像及び地図情報を一枚の書式にまとめて出力できるようにも設定されている。 

 （※推定空家とした 846件については、印刷した帳票を別冊資料として提出した。） 

 

（※別図７）ゼンリン住宅地図 LGWAN 画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 



 

Q4以降は裏面 

長野県中野市 空き家実態調査 

 

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、当該家屋の状況について、把握するためご回答

にご協力ください。 

 なお、大変恐縮ですが○月△日（□）までを目安に、同封の返信用封筒で返送くださいま

すようお願いいたします。 
 

記入者氏名          

 

 

※この調査における個人情報等は、空家対策に関すること以外に使用することはありません。 

 

 

Q1：当該家屋の所有者であることを知っていましたか。 

A1：はい ・ いいえ （該当する選択肢を○） 

 

Q2：当該家屋を主に管理している人はご存知ですか。 

A2：はい ・ いいえ （該当する選択肢を○） 

 ※「はい」とご回答していただいた方は、その所有者または管理者を教えてください 

 【氏名】              【記入者との関係】 

 

 

 

Q3：当該家屋について、わかっていることを教えてください 

例）実家であるが今後、誰かが住む予定はない。解体を検討している。 

A3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Q4：当該家屋の今後の予定はどのように考えていますか 

A4：該当する選択肢を○してください             

1 売却・賃貸を検討している 
 

2 将来、自分や家族・親族が住む予定である 
 

3 自己管理したい 
 

4 解体を検討している 
 

5 どうすればよいかわからない 
 

 

Q5：当該家屋について、中野市職員からご連絡し、状況確認および今後の方針 

などの相談をうかがいますので、ご連絡先を教えてください 
※当該家屋の状況が悪化するなどの場合は通知または、法に基づく勧告などが行われる場合

があります。 

 

A5：連絡先（電話番号） 

 

 

 

A5:電子メールでの連絡をご希望の方はメールアドレスを教えてください 

 

 

 

Q6:中野市では、民間事業者などで空き家活用を希望される方に空き家の場所

をご紹介し、市職員立ち合いのもと現地確認など行うことを想定していま

す。当該家屋をご紹介してもよろしいでしょうか。 
※所有者の情報は保護し、第 3者へはお伝えしません。家屋活用の見込みが出た時点で、別

途と承諾のご連絡をいたします。 

 

A6：承諾する ・承諾しない （該当する選択肢を○） 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

 

【空き家実態調査に関する問い合わせ先】 

長野県中野市建設水道部 都市計画課 建築住宅係 

課長：     担当： 

電話：0269-22-2111（内線 358） 

メール：kenchiku@city.nakano.nagano.jp 
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